
令和８年度くにたち健康ポイント事業参加規約 

  

（目的）  

第１条 本規約は、市民が主体的に健康づくりに取組み、いきいきと過ごせる健康なまちづくりを目指し、国立

市が「令和８年度くにたち健康ポイント事業」（以下「本事業」という。）を実施するために必要な事項を定

めるものです。 

２ 本事業は、国立市、国立大学法人筑波大学スマートウェルネスシティ政策開発研究センター、健幸都市イノ

ベーション・コンソーシアム（株式会社つくばウエルネスリサーチ、株式会社タニタヘルスリンク、トラン

スコスモス株式会社の共同事業体）による「100 歳になっても生涯活躍できる健幸まちづくり事業に関する連

携協定」に基づく事業です。 

３ 本事業への参加者は、あらかじめ本規約及び委託契約によるサービス提供事業者である株式会社タニタヘル

スリンクの「法人契約に基づく『からだカルテ』会員規約」（以下「各種規約」という。）に同意した上で、

本事業のサービス等を利用するものとします。 

４ 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。またその他疑義が生じた場

合等は本規約の趣旨に従い、解決するものとします。  

 （定義）  

第２条 本規約において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによります。  

（１） 申込者 各種規約に同意し、本事業の参加申込を行う者をいいます。  

（２） 参加者 申込者の中で本事業への参加を決定された者をいいます。  

（３） 受託者 本事業を受託している健幸都市イノベーション・コンソーシアム（株式会社つくばウエルネス

リサーチ、株式会社タニタヘルスリンク、トランスコスモス株式会社の共同事業体）をいいます。  

（４） 運営者 本事業で健康ポイントサービスを提供する事業者と市の総称をいいます。 

（有効期間）  

第３条 本規約は、本事業の終了、第１５条第１項による退会手続又は第１６条第１項による参加者資格の喪失

まで有効とします。  

（事業の運営） 

第４条 本事業は、災害・事故、その他緊急事態が発生した場合は、サービスの全部又は一部を停止する場合

があります。不可抗力によりサービス提供が不可能となった場合、市及び受託者はその責任を負いません。 

（申込条件）  

第５条 本事業の申込者は、次の参加条件を満たす必要があります。  

（１） 本市に住所を有し、参加申込日時点において１８歳以上であること。  

（２） 本事業に関連する各種規約に同意すること。  

（３） 第１８条に規定する個人情報等の情報の取扱いに同意すること。  

（４） 本事業のアンケート調査に協力すること。 

（５） 市が指定する専用のスマートフォンアプリ（以下、「スマートフォンアプリ」という。）での参加者は、

週１回程度、通信機能付き活動量計（以下、「活動量計」という。）での参加者は、月に２回程度、歩数

のデータ送信に協力すること。  

２ 市は、申込者が前項の条件を満たした場合でも、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したとき

は、本事業への参加を決定しないことがあります。 

（１）同一の申込者が、複数の参加申込を行った場合  

（２）故意に虚偽の内容で参加申込を行った場合  

（申込方法）  

第６条 本事業へ参加をする手段として、参加者本人のスマートフォンアプリ又は市が貸与する活動量計のどち

らか１つを選択することとします。 

２ スマートフォンアプリでの参加申込はパソコン・スマートフォンから登録を行うこととします。活動量計

での参加申込は市が指定する場所にて配布する参加申込書へ記入し、国立市へ提出することとします。  

３ 前年度からの継続参加者は、申込みの必要はありません。 

（参加者の決定）  

第７条 市は、前条の参加申込があった場合、参加申込内容の確認と審査を行った上で本事業への参加を決定

し、通知します。 



２ 令和８年度の本事業の新規参加者の定員はスマートフォンアプリ１，１５０名、活動量計５０名の合計

１，２００名とします。 

３ スマートフォンアプリでの参加者はアプリからの申込みによる先着順、活動量計での参加者は申込みが定

員を超えた場合、抽選の上決定します。 

４ スマートフォンアプリでの申込みは国立市の人口構成に合わせた３つの区分で定員を定めます。参加申込

日時点で１８歳から６４歳を８００名、６５歳から７４歳を２００名、７５歳以上を１５０名とします。 

５ 誤った申込区分で申込みをした場合、事業に参加できないことがあります。 

６ 令和８年５月８日を過ぎて定員に満たない場合には、第４項の年齢区分を撤廃し、申込みを受付けるもの

とします。 

７ 前年度の参加者は、申し出がない限り本事業の継続参加者とします。ただし、事業期間終了時点でポイン

ト獲得数０の者及びアンケート回答や友達紹介ポイントのみで、事業期間中のデータ送信やイベント参加が

見られない者は、継続の申し出がない場合は参加者としません。 

８ 事業参加可否確定通知は、スマートフォンアプリでの参加者にはメール、活動量計での参加者には郵送で

通知します。 

（参加者の負担等）  

第８条 参加に係る費用および機器等の取扱いは次のとおりとします。  

（１） スマートフォンアプリで本事業に参加する場合の費用は、無料とします。スマートフォンアプリのダウ

ンロード及びご利用には参加者本人の負担として別途パケット通信料がかかります。（アプリケーショ

ンのバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定等で追加的に発生する通信料を含みま

す。） 

（２） 活動量計の貸与を受けて本事業に参加する場合の費用は、参加費１，０００円として、活動量計の貸与

時に徴収します。事業への参加期間にかかわらず、返金はありません。 

（３） 市が貸与した活動量計について、自己の責に帰すべき事由により活動量計の故障、破損又は紛失した場

合は、活動量計の購入実費相当を自己負担とします。なお、市が参加者に活動量計を貸与した日から起

算して４か月以内の故障について市及び受託者が初期不良と判断した場合には、無償で新たな活動量計

と交換します。  

（４） 市が貸与した活動量計は、事業期間終了後に参加者が市に遅滞なく返還するものとします。 

（５） 本事業で使用する体組成計、モバイルルーター、リーダライター、二次元コードリーダー、プリンター

等の各機器（ケーブル等附属品を含む。）について、参加者が故意に故障又は破損させた場合、修理又

は再購入等に係る費用は参加者に請求します。  

（６） 本事業に関する通話、通信、郵送、交通及び活動量計の電池交換等の参加者個人の活動に関する費用

は、自己負担とします。  

（７） 歩数データの測定・収集および連携について 

①  参加者は、市が指定するスマートフォンアプリ、活動量計、またはウェアラブルデバイスを用いて歩数

データを測定・収集するものとします。なお、複数のデバイスを併用することはできません。デバイスの

併用によりデータが正しく反映されない場合、当該データの調査や補填等の個別対応には応じかねます。 

②  連携可能なウェアラブルデバイスは、Apple Watch（iPhone「ヘルスケア」経由）、Fitbit および

GARMIN 製品に限ります。各ウェラブルデバイスからの歩数データの取り込みには、デバイスごとの初期

設定およびマニュアルに定める手順によるデータ送信操作が必要です。手順に誤りがある場合、またはマ

ニュアルに準拠しない操作を行った場合、データが正しく反映されないことがあります。これら未反映の

データに関する調査や補填等の個別対応には応じかねます。 

（実施内容）  

第９条 本事業の内容の詳細については、別途定める「くにたち健康ポイント事業参加手引」（以下「参加手

引」という。）に基づくものとします。  

（健康ポイントの付与・付与期間）  

第１０条 本事業での健康ポイントは、１日あたりの歩数、測定スポットでの体組成計による測定、市が指定す

るイベントへの参加ポイント、その他運営者が認める内容を実施することにより、ポイントが付与されま

す。付与条件は、参加手引に基づくものとします。  

２ 令和８年度のポイント付与期間は令和８年６月１日から令和８年１２月２１日までとします。  

３ 令和８年度末アンケートのポイント付与期間はアンケート開始日から令和９年１月７日までとします。 

 

（健康ポイントの交換・交換期間）  



第１１条 参加者が獲得した健康ポイントは、市が行う国立市デジタル地域通貨事業に加盟する店舗で支払いに

使用できるデジタル地域通貨くにＰａｙに１ポイントあたり１くにＰａｙポイントとして交換できるものと

します。交換の上限は２，５００くにＰａｙポイントで、交換の単位は５００ポイントごととします。ポイ

ント交換の際は、ご自身で所定の手続きを実施いただきます。具体的な交換方法は、参加手引に基づくもの

とします。 

２ 令和８年度に付与する健康ポイントの交換期間は令和９年１月２０日までとし、国立市デジタル地域通貨

として使用できる期間を令和９年３月３１日までとします。 

（参加者のＩＤ及びパスワード）  

第１２条 参加者は、本事業に参加した際に取得した自身のＩＤ及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与しては

なりません。  

２ 参加者自身のＩＤ及びパスワードは、漏洩、忘失等しないよう自身の責任において厳重に管理しなければな

りません。  

３ 参加者自身のＩＤ及びパスワードを忘失した場合、参加者のＩＤ及びパスワードを市から提供することはで

きません。この場合、参加者自身で受託者からＩＤ及びパスワードを確認する作業を行うものとします。  

（禁止事項）  

第１３条 参加者は、次の行為を行ってはいけません。  

（１） 本事業のサービスを営利目的で使用する行為  

（２） 本人以外になりすまして参加する行為  

（３） その他市又は他の参加者への迷惑行為  

（登録内容の変更）  

第１４条 参加者は、申込時の内容に変更が生じた場合は、メールまたは書面で所定の変更届を提出し、速やか

に市へ届け出なければなりません。  

２ 市は、参加者から前項の変更に関する届出がなされないとき、参加者が獲得した健康ポイント又はポイント

の交換を無効とすることがあります。  

３ 参加者が、第１項の変更の届出を行わなかったことにより、市からの通知又は送付書類等が延着又は不着と

なった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到達すべき時に参加者に到達したものとみなします。  

（退会手続）  

第１５条 参加者は、本事業の実施期間中に退会の手続を行うことができます。  

２ 退会後においても、本事業を通じて取得した参加者の情報は、参加者個人を識別不可能な形式に加工した上

で、本事業の評価等に利用するものとします。 

（参加者資格の喪失）  

第１６条 参加者は、次のいずれかに該当する場合には参加者資格を喪失することがあります。  

（１） 第５条第１項各号に掲げる参加条件に該当しなくなった場合  

（２） 第５条第２項各号に掲げる条件に該当すると確認された場合  

（３） 第１３条各号に掲げる禁止事項を行った場合 

（４）参加者が、不適切なサービス利用により本事業の正常な運営を妨げ、又は信用を傷つけていると市及び

受託者が判断した場合  

（５） 各種規約等に違反した場合  

２ 前項の規定により参加者資格を喪失した場合、前条第２項を準用します。  

（事業の分析評価・効果測定）  

第１７条 市及び受託者は、本事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、歩数データその他受託

者が提供するウェブサイト等（以下「ウェブサイト等」という。）に集積された情報を活用することができる

ものとします。  

２．国立市は、参加者情報を国立市が保有する医療費・介護保険等に関連した情報と照合したのち、特定の個

人を識別することができない状態に加工し、かつ特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合

することができないようにしたうえで、前項に定める効果分析のために利用することがあります。 

（個人情報等の情報の取扱い）  

第１８条 市及び受託者は、参加者から提供された個人情報、体組成計及びアンケートから収集される情報及び

ウェブサイト等に集積された情報（以下「収集情報」という。）について、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）、国立市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年１２月２６日国立市条例第１７号）、国立市個人情報の保護に関する法律等施行規則（令和５年３



月２９日国立市規則第２２号）及び関連法規・ガイドラインに基づいて収集情報の利用及び管理を行い、次

の事項を遵守します。  

（１） 参加者又は市から提供された個人情報を厳に秘密として管理し、第三者に提供又は開示しないものとし

ます。  

（２） 収集情報については、次の目的に限定して利用するものとします。  

ア 参加者へ本事業に伴うサービスを提供するため 

イ 市からの通知、アンケート等を送付するため 

ウ 参加者本人が東京都の実施するとうきょう健康応援事業のインセンティブ付与を申請した際の審査のた

め 

エ 収集情報を管理するため  

オ 参加者個人がウェブサイト等で健康状態の推移を確認するため 

カ 健康ポイントの付与、管理及び交換（交換の受領も含む）のため 

キ 事業分析、事業評価、効果測定及び統計分析に利用するため 

ク その他本事業の管理及び運用のために必要な事項  

２ 前項第２号カの実施に当たっては、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人

を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにした上で、健康づくりの施策のた

めに利用します。また、分析した結果や統計情報を外部に公開する場合があります。この場合、個人が識別

されることはありません。 

（規約及び本事業に伴うサービス内容の改定）  

第１９条 市は、本規約を変更する場合、市のホームページ等によって事前に変更の内容及び当該事項が有効と

なる期日を周知します。なお、期日以後は、変更の事実及びその内容について同意したものとみなします。   

２ 本規約の変更において、個人情報の利用目的又は利用する個人情報の内容の変更を伴う場合は、個人情報保

護法及び国立市個人情報の保護に関する法律施行条例、国立市個人情報の保護に関する法律等施行規則、関

連法規・ガイドラインに基づき、市から参加者にあらかじめ通知を行い、参加者の同意を得るものとしま

す。  

（損害賠償等）  

第２０条 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連し、自己の責に帰すべき事由により、市及び受託者に

損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。  

２ 参加者は、本事業に伴うサービス利用に関連し、市及び受託者以外の第三者との間で紛争が生じた場合には

自己の責任と費用において、その紛争を解決するものとします。  

（免責事項）  

第２１条 本事業は、参加者の健康改善及び増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善し、又は増進

されることについて保証するものではありません。   

２ 運営者の責によらない事由により本事業の期間中に生じた事故、怪我、疾病、障害等について、市及び受

託者は何らの責任を負いません。 

（その他）  

第２２条 本事業において参加者本人の確認をするため、本人確認書類の提示を求める場合があります。  

  

附 則  この規約は、令和８年４月１日から適用します。  

 


